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廃油処理施設
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事務所の名称 本 社 所 在 地
事 務 所 又 は 施 設 の 所 在 地

事業許可
(届出受理)
年月日

事業開始

年月日
設 備 １日平均

処理能力

受 入
タンク
容 量

備 考

ＥＮＥＯＳ株式会社
水 島 製 油 所

東京都千代田区大手町１丁目１番２号
Ｓ46.10.11 Ｓ46.12.２ Ａ.Ｐ.Ｉ 800�／Ｈ １基

活性汚泥設備併用 800� 1,000KL×2 自

重 軽倉敷市水島海岸通４丁目２番

公 協 産 業 株 式 会 社

岡山市東区中尾126番地４

Ｈ16.７.16 Ｈ16.８.１

調整分離方式
12.5�／Ｈ
混合調整 (燃料化)
10�／Ｈ
混合調整 (燃料化)
10�／Ｈ 100�

80�
80� 50KL×4

35KL×2
30KL×2
26KL×3
20KL×3
15KL×1
10KL×1

営

重 軽岡山市東区沼2088番地の１

内 田 工 業 株 式 会 社
倉敷市松江３丁目２番46号

Ｈ19.６.25 Ｈ19.６.25 遠心分離 6�／Ｈ
静置方式 3.375�／Ｈ 90�

27� 50KL×1
45KL×1

営

重 軽倉敷市松江３丁目222番１､ 227番２

ツネイシカムテックス
株 式 会 社

福山市沼隈町大字常石1083番地
Ｓ42.９.１ Ｓ42.６.１(法施行前) Ｔ.Ｐ.Ｉ 30�／Ｈ ２基 1,438� 2,500�×2 営

重 軽福山市箕沖町107番地５

株 式 会 社 中 国 開 発 尾道市西藤町字志村75－132 Ｈ21.10.21 Ｈ22.１.１ 油水分離 5�／Ｈ ４基
焼却 0.82�／Ｈ ２基 140� 30�×4 自

重 軽

海 上 自 衛 隊
呉 造 修 補 給 所
貯 油 所

呉市吉浦町乙廻官有無番地 Ｓ50.７.４ Ｓ51.４.19 Ｔ.Ｐ.Ｉ 7�／Ｈ ２基
二次処理設備併用 56� 100�×2

30�×2 自

重

神田ドック株式会社 呉市川尻町東２丁目14番21号 Ｈ８.６.12 Ｈ８.12.１ バイオ処理システム210㎏／Ｈ １基 5ｔ 180�×1 自

重

株 式 会 社
ク リ ー ン エ ナ ジ ー 広島市南区月見町2244－13 Ｈ17.６.21 Ｈ17.７.１ 遠心分離 3�／Ｈ ３基

燃料化 8�／Ｈ １基 110� 18�×4 営

重 軽

ＥＮＥＯＳ株式会社
麻 里 布 製 油 所

東京都千代田区大手町１丁目１番２号
Ｓ46.５.19 Ｓ46.５.25

Ａ.Ｐ.Ｉ 150KL／Ｈ７基
Ｃ.Ｐ.Ｉ 150KL／Ｈ７基
二次処理設備併用

(150×7)
1,050KL

2,500KL×1

5,000KL×1

営 自

重 軽玖珂郡和木町６丁目１番１号

出 光 興 産 株 式 会 社
徳 山 事 業 所

東京都千代田区丸の内３丁目１番１号

Ｓ47.５.２ Ｓ47.６.20

Ｃ.Ｐ.Ｉ 30ｔ／Ｈ １基
二次処理設備併用
Ａ.Ｐ.Ｉ 1,500ｔ／Ｈ
１基

840ｔ
2,160ｔ

3,000ｔ×1
600ｔ×1

営 自

重 軽周南市新宮町１番１号
周南市宮前町１番１号

喜 楽 鉱 業 株 式 会 社

滋賀県湖南市石部ロ２丁目７番33号

Ｈ15.７.30 Ｈ15.８.１

(周東町)
加温遠心分離方式
(美東町・東広島市・広
島市)
貯蔵のみ・処理を行わな
い

64� 200KL×2
200KL×2
200KL×1
200KL×1

営

重 軽

岩国市周東町上久原新神前11番10
美祢市美東町真名756－65
東広島市河内町入野字新栃木7872－２
広島市安佐南区伴西１丁目２－２

山県郡北広島町新氏神72番２号 Ｈ28.７.26 Ｈ28.８.８

油水分離(縦型遠心分離)

４�／Ｈ ２基

流動床式焼却炉
６t／Ｈ １基

破砕機 0.475ｔ／Ｈ１基
破砕機 0.31875ｔ／Ｈ１基

64�
144ｔ

3.8ｔ
2.55ｔ

42�×2
73.5�×1
30�×1
50�×1
30.6�×2
21�×2
17.5�×1
52.5�×1
200KL×3

三 光 株 式 会 社
境港市昭和町５番17号

Ｓ56.12.４ Ｓ57.５.19
焼却炉
廃油1,300Ｌ／Ｈ
廃水2,000Ｌ／Ｈ

31,200Ｌ 50�×3 営

重境港市潮見町１番地

山 陰 興 業 株 式 会 社

出雲市神西沖町2487番地５

Ｓ57.４.30 Ｓ57.９.10
加温 1.8KL／Ｈ １基
油水分離機１基
縦型遠心分離機 ２基

55.2KL

30KL×1

92.6KL×1

30KL×1

28.5KL×3

営

重
出雲市神西沖町2487番地５
八頭郡智頭町市瀬900－1
松江市八幡町796－20

令和４年10月１日現在

海上安全

環境部編

注 備考欄の廃油処理業者､ 自は自家用廃油処理施設設置社､ 重は廃重質油の処理､ 軽は廃軽質油の処理を表す｡



年 度
種 別 28 29 30 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３

条約証明書 (ＣＬＣ) 0 0 0 0 10 6

条約証明書 (難破物) 0 0 0 0 950 603

条約証明書 (燃料油) 0 0 0 0 403 250

一般船舶等保障契約証明書 0 0 0 0 0 1

合 計 0 0 0 0 1,363 860

年 度
種 別 28 29 30 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３

新 規 通 報 6,426 6,142 5,967 5,551 5,315 5,202

変 更 通 報 9,796 8,924 9,467 8,685 9,026 9,900

合 計 16,222 15,066 15,434 14,236 14,341 15,102

年 度
区 分 28 29 30 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３

備置命令書等発出件数 4 2 3 0 0 1

� ��������������
船舶油濁等損害賠償保障法 (油賠法) は､ 海難等により船舶から油等が流出して発生する汚染損害に

対する賠償を保障することで被害者を保護し､ 海上輸送の健全な発達に資することを目的に､ 昭和50年

(1975年) に制定されたもので､ 船舶に対する保険加入の義務付け等が定められています｡

しかし近年､ 海難事故発生時に保険会社から保険金が支払われず､ 船舶所有者による賠償もされない

という事例が発生したことから､ 被害者に対してより確実な賠償を確保するための条約批准と国内法制

化の必要が生じました｡ そこで我が国は令和２年に ｢2001年の燃料油による汚染損害についての民事責

任に関する国際条約 (燃料油汚染損害の民事責任条約)｣ 及び ｢2007年の難破物の除去に関するナイロビ

国際条約 (難破物除去ナイロビ条約)｣ を批准し､ 両条約に対応するため船舶油濁等損害賠償保障法が改

正され､ 令和２年 (2020年) 10月１日より施行されています｡

今般の改正では､ 外航船舶のみならず内航船舶にも､ 国際総トン数に応じて､ 船主責任保険 (PI保険)

への加入､ 国土交通省の交付する保障契約証明書等の船内備置きが義務付けられています｡

また､ 従来から対象船舶が我が国の港に入港する際には､ 地方運輸局等への保障契約情報の事前通報

(入港通報) が義務づけられており､ 入港時の審査を通じて､ 条約を担保する保障額の保険に加入してい

るかの確認を行っています｡

１. 条約証書等交付件数

(単位：件)

※条約証明書は令和２年から交付

２. 保障契約情報の通報件数

(単位：件)

３. 備置命令書等発出件数

(単位：件)
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区
分

平
成
24
年
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月
末

平
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25
年
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末

平
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末

平
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末
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管 内

船 種 別

汽 船
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数
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数

98
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65
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数

－ －
－ －

－ －
－ －

－ －
－ －

－ －
－ －

－ －
－ －

船 質 別
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数
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3
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0
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全 国
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鋼 船
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ト
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２
.
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録
船
舶
の
推
移
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３. 船舶のトン数測度
｢船舶法｣ 及び ｢船舶のトン数の測度に関する法律｣ 等に基づき､ 船舶の構造を調査のうえ､ 寸

法を計測してその容積を算定し､ 以下のトン数の数値を決定しています｡� 総トン数 (船舶国籍証書)� 国際総トン数・純トン数 (国際トン数証書)� 責任トン数 (責任トン数確認書)� バージ等の総トン数 (総トン数証書)� 載貨重量トン数 (載貨重量トン数証書)� 外国船舶のトン数 (連合王国やアメリカ合衆国の外国船舶トン数証書等)� 運河トン数 (パナマ運河トン数証書・スエズ運河トン数証書)

総トン数20トン以上の日本船舶は､ 船舶法に基づき､ 日本に船籍港を定め登録することが義務づ

けられています｡ 登録の内容は､ 船の個性及び同一性を表すために必要なものとして､ 船舶番号､

船名､ 総トン数､ 主要寸法 (長さ・幅・深さ) などがあります｡

総トン数は､ 船舶登録の基本事項であるばかりではなく､ 船舶の安全・環境に関する構造・設備､

乗組員の資格､ 課税・入港料の算定など海事に関する諸制度における基準として広く用いられてい

ます｡

(登録測度の概要図)

○ 総トン数の決定後に上部構造物の増設・撤去や開口を閉鎖するなどの改造を行った場合は､ 改

めて測度を受け､ 登録事項の変更を行わなければなりません｡ (総トン数が変わる場合に限ります｡)

○ 国際航海に従事する船舶は､ 国際条約に基づき国際トン数証書の交付を受ける必要があります｡

国際トン数証書には､ 国際総トン数と純トン数が記載されますが､ ｢国際総トン数｣ は船舶国籍証

書に記載された ｢総トン数｣ とは異なることがあるため､ 日本船舶を海外に輸出する際は注意が

必要です｡
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� � � �地方運輸局等

〈トン数の算定〉

法務局 (登記所)

〈所有権の保存〉 〈原簿登録〉

地方運輸局等

交付
船舶国籍証書登録登記測度

総トン数20トン以上の船舶
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１. 船舶検査の状況

船舶の検査は､ ｢船舶安全法｣ に基づく､ 船舶､ 船舶用機関及び船舶用品の検査並びに ｢海洋汚染

等及び海上災害の防止に関する法律｣ に基づく海洋汚染防止設備等の検査､ その他危険物の運送等

の検査や立入検査を行っている｡

また､ 検査合理化制度として､ 一定の品質管理､ 自主検査等の能力を持つ認定された事業場にお

いて物件等の製造を行う製造認定事業場は管内で６社､ 改造修理認定事業場は１社､ また､ 整備規

程に従って自主検査等の能力を持つと認定された事業場が物件の整備を行う整備認定事業場は管内

で10事業場となっている｡

大量生産される物件に対し検査の合理化を図るため導入された制度で型式承認の事業場は29事業

場となっている｡

また､ ｢船舶検査の方法｣ の一部として､ サービスステーション制度を利用することにより､ 検査

の合理化を図っているサービスステーション等は55事業場となっている｡

２. 製造認定事業場

３. 改造修理認定事業場
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令和４年４月１日現在

事 業 場 所 在 地 認 定 物 件

㈱ ダ イ ハ ツ メ タ ル 出 雲 市 内燃機関のシリンダーライナー

ナ カ シ マ プ ロ ペ ラ ㈱ 岡 山 市 プロペラ

三菱重工マリタイムシステムズ㈱ 玉 野 市 鋼製船体､ アルミニウム合金製船体

㈱ 三 井 Ｅ ＆ Ｓ 造 船 玉 野 市 内燃機関､ 排気タービン過給機

大 晃 機 械 工 業 ㈱ 熊 毛 郡 田 布 施 町 ポンプ (油圧ポンプを除く｡)

日 東 化 成 工 業 ㈱ 備 前 市 その他の仕切り材料

事 業 場 所 在 地 認 定 物 件

ナ カ シ マ プ ロ ペ ラ ㈱ 岡 山 市 プロペラ

令和４年４月１日現在



４. 整備認定事業場

５. 船舶型式承認物件
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令和４年４月１日現在

事 業 場 所 在 地 認 定 物 件

船 田 船 用 品 ㈱ 広 島 市 膨脹式救命いかだ

協栄マリンテクノロジ㈱福山営業所 福 山 市 〃

金 田 商 事 ㈱ 尾 道 市 〃

綱 田 工 業 ㈱ 尾 道 市 〃

内海エンジニアリング㈱ 尾 道 市 〃

船 田 産 業 ㈱ 呉 Ｓ Ｓ 呉 市 〃

㈱ 昭 和 船 具 店 境 港 市 〃

ま る か 商 事 ㈱ 境 港 市 〃

和 幸 ㈱ 松 江 Ｓ Ｓ 松 江 市 〃

㈱ 愛 徳 周 南 市 〃

事 業 場 所 在 地 承 認 物 件

中 国 塗 料 ㈱ 大 竹 市 表面仕上材

㈱ 赤 尾 福 山 市 個人装具 (安全燈及び手おのを除く｡)

早 川 ゴ ム ㈱ 福 山 市 表面仕上げ材

㈱ 大 晃 産 業 尾 道 市 防火戸・仕切り電線貫通部・不燃性材料・仕切り隔壁・仕切り
甲板表面仕上材・遮音仕切り甲板・遮音仕切り隔壁・遮音戸

㈱ ア イ メ ッ ク ス 尾 道 市 防火戸

旭 ・ ス チ ー ル 工 業 ㈱ 府 中 市 防火窓・防火戸・遮音戸

㈱ニチマンラバーテック 府 中 市 表面仕上材

Ｙ Ａ Ｍ Ａ Ｘ ㈱ 府 中 市 第二種船橋航海当直警報装置

㈱ ユ ウ ホ ウ 福 山 市 油吸着材

和 典 電 機 工 業 ㈱ 尾 道 市 浸水警報装置の警報盤・浸水警報装置の検知器

㈱ ヒ ロ ヨ シ 三 原 市 火災の危険の少ない家具及び備品

谷 口 商 会 ㈱ 岡 山 市 油吸着材

海 和 工 業 ㈱ 岡 山 市 オイルフェンス

阪 神 素 地 ㈱ 岡 山 市 イマーション・スーツ

ウォータークリーン㈱ 倉 敷 市 油吸着材

㈱銭屋アルミニウム製作所 倉 敷 市 自動離脱装置・浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置

㈱ タ ケ ヤ リ 倉 敷 市 甲種倉口覆布用布地

丸 進 工 業 ㈱ 倉 敷 市 甲種倉口覆布用布地

日 東 化 成 工 業 ㈱ 備 前 市 仕切り電線貫通部・油処理剤

日 本 ミ ユ ウ ㈱ 備 前 市 洗浄機・持ち運び式機械通風装置・通風機

サ ン 電 器 工 業 ㈱ 笠 岡 市 第四種汽笛

ト ー ヨ ー ポ リ マ ー ㈱ 美 作 市 表面仕上材

㈱ 城 南 エ コ テ ッ ク 和 気 郡 和 気 町 油吸着材

岡山中尾フィルター工業㈱ 小 田 郡 矢 掛 町 油吸着材

日本ペイントマリン㈱ 勝 田 郡 勝 央 町 表面仕上材

ユ ニ セ ル ㈱ 岩 国 市 油吸着材

村 上 商 事 ㈱ 岩 国 市 油吸着材

東 洋 鋼 鈑 ㈱ 周 南 市 表面仕上材

大 晃 機 械 工 業 ㈱ 熊 毛 郡 田 布 施 町 油水分離器・ふん尿等浄化装置

令和４年４月１日現在
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６. 船舶電気ぎ装工事事業者の施設及び能力基準適合事業所
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令和４年10月１日現在

事 業 所 所 在 地 電話番号 備 考

大 西 電 機 工 業 ㈱ 広島市 (082)554－9011 2 備考欄の１～４は､ 次による｡

１：総トン数200トン未満の旅
客船及び漁船､ 総トン数500
トン未満の貨物船並びに総ト
ン数100トン未満の危険物ば
ら積船に限る｡

２：総トン数500トン未満の旅
客船及び漁船､ 総トン数
5,000トン未満の貨物船並び
に総トン数500トン未満の危
険物ばら積船に限る｡

３：総トン数5,000トン未満の
旅客船及び漁船､ 総トン数
20,000トン未満の貨物船並び
に総トン数5,000トン未満の
危険物ばら積船に限る｡

４：全ての船舶 (水中翼船及び
ホバークラフト等特殊船を除
く｡)

㈱ 三 協 電 機 尾道市 (0848)48－4356 3

山 陽 船 舶 電 機 ㈱ 尾道市 (0848)22－7154 4

協成電機㈱尾道事業所 尾道市 (0848)46－2451 3

向 島 ド ッ ク ㈱ 尾道市 (0848)44－0001 1

㈱ 三 和 ド ッ ク 尾道市 (0845)26－1111 4

瀬戸内クラフト㈱ 尾道市 (0848)44－6535 1

Ｂ Ｅ Ｍ Ａ Ｃ ㈱ 東広島市 (0846)45－2785 3

協 成 電 機 ㈱ 呉市 (0823)73－5111 2

大 東 電 機 工 業 ㈱ 呉市 (0823)22－8515 3

㈲ 澤 無 線 電 機 岩美郡岩美町 (0857)72－8015 1

㈲吉田電機工業所 境港市 (0859)42－6811 2

㈲浜崎電機工業所 松江市 (0852)21－0644 2

和 幸 ㈱ 松江市 (0852)24－4468 1

サ ン 電 工 ㈱ 玉野市 (0863)31－4167 3

㈱日本船舶電装工事 玉野市 (0863)32－2520 3

㈱ 神 田 電 機 備前市 (0869)64－2576 2
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７. サービスステーション
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令和４年10月１日現在

事 業 所 所 在 地 内燃機関
降 下 式

乗込装置

全世界的な海上遭難
安 全 シ ス テ ム
(ＧＭＤＳＳ)

航 海 用

レーダー等
救命設備 航海用具

イワナカ㈲ 広 島 市 ○ ○
船田船用品㈱ 広島ＳＳ 広 島 市 ○
日本電波興業㈱ 広 島 市 ○ ○
㈱マリンネットサービス 広 島 市 ○ ○
㈱広島ヤンマー商事 広 島 市 ○
㈱新来島宇品どっく 広 島 市 ○
㈱江田島造船所 江 田 島 市 ○
㈲尾道電業社 尾 道 市 ○ ○
㈲尾道マリンサービス 尾 道 市 ○ ○
金田商事㈱ 尾 道 市 ○ ○
大洋電子工業㈱ 尾 道 市 ○ ○
綱田工業㈱ 尾道支店 尾 道 市 ○ ○
㈱豊國 尾道営業所 尾 道 市 ○ ○ ○
㈱西日本電波研究所 尾道支店 尾 道 市 ○ ○
㈲広無線 尾 道 市 ○ ○
㈱高升船舶工業 尾 道 市 ○
向島造機㈱ 尾 道 市 ○
向島ドック㈱ 尾 道 市 ○
日�無線㈱ 尾 道 市 ○ ○
㈱三和ドック 尾 道 市 ○
内海造船㈱ 瀬戸田工場 尾 道 市 ○
協栄マリンテクノロジ㈱ 福山営業所 福 山 市 ○
古野電気㈱ 広島支店 三 原 市 ○ ○
海洋電波㈱ 呉 市 ○ ○
㈱豊國 呉 市 ○ ○ ○
船田産業㈱ 呉 市 ○ ○ ○
神田ドック㈱ 若葉工場 呉 市 ○
神田ドック㈱ 川尻工場 呉 市 ○
フルノ関西販売㈱ 境港営業所 境 港 市 ○
㈲吉田電機工業所 境 港 市 ○ ○
共和水産㈱ 境 港 市 ○
㈲旭鉄工所 境 港 市 ○
ヤンマー舶用システム㈱ 中四国営業部山陰支店 境 港 市 ○
ヤンマー舶用システム㈱ 中四国営業部鳥取営業所 鳥 取 市 ○
㈱福栄 境 港 市 ○
和幸㈱ 松 江 市 ○ ○ ○
東備ヤンマー㈱ 備 前 市 ○
㈲松木鉄工所 備 前 市 ○

(注) ○印が整備等の証明項目

航海用レーダー等には､ 船舶自動識別装置及びこれに接続する衛星航法装置並びに航海情報記録装

置を含む
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８. ＪＣＩ (日本小型船舶検査機構)

９. その他の検査機関� 日本海事協会 (ＮＫ) � 日本海事検定協会 (ＮＫＫＫ)

船級船 (主として国際航海船) (危険物の積付等に関する検査)

－ 171 －

所 在 地 電 話 番 号

広 島 支 部 広 島 市 (082)254－6027

尾 道 支 部 尾 道 市 (0848)23－7250

岡 山 支 部 岡 山 市 (086)200－1780

境 支 部 境 港 市 (0859)47－2220

下 関 支 部 下 関 市 (083)245－3241

所 在 地 電 話 番 号

広 島 支 部 広 島 市 (082)249－1971

尾 道 支 部 尾 道 市 (0848)25－2400

尾 道 支 部
因 島 事 務 所

尾 道 市
因島土生町 (0845)22－0012

岡 山 支 部 岡 山 市 (086)221－3645

所 在 地 電 話 番 号

広 島 事 務 所 広 島 市 (082)254－0237

水 島 事 業 所 倉 敷 市 (086)446－2105

福 山 事 務 所 福 山 市 (084)941－0253

尾 道 事 務 所 尾 道 市 (0848)22－5229

呉 事 業 所 呉 市 (0823)21－6149

岩 国 事 務 所 岩 国 市 (0827)21－3415

徳 山 事 業 所 周 南 市 (0834)21－5340
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環境部編



年
別

所
有
船
舶
数

18
19

20
21

22
23

24
25

26
27

28
29

30
元

２
３

船
舶
所
有
者
数
(者
)

97
9

91
5

88
3

88
1

83
5

80
7

78
2

75
8

71
7

67
3

67
7

66
2

65
3

64
0

62
4

61
1

船
舶

数
(隻
)

1,
83
2

1,
70
0

1,
65
9

1,
61
6

1,
59
8

1,
55
9

1,
53
6

1,
48
6

1,
45
3

1,
42
5

1,
39
6

1,
29
0

1,
40
0

1,
41
4

1,
42
7

1,
39
6

船
員

数
(人
)

9,
01
4

8,
78
5

8,
80
0

8,
48
7

8,
37
4

8,
13
8

8,
02
1

7,
86
9

7,
73
3

7,
66
5

7,
69
6

7,
67
3

7,
76
7

7,
83
2

7,
71
5

7,
61
1

区
分

報
告

対
象
者
数

報
告
者
数

隻
数

総
ト
ン
数

乗
組

員
予
備
船
員

合
計

雇
用
船
員

家
族
船
員

小
計

計
職
員

部
員

計
職
員

部
員

総
計

職
員

部
員

職
員

部
員

職
員

部
員

本
局

77
72

26
0

10
9,
43
2.
44

85
2

32
3

14
2

86
6

32
5

1,
19
1

19
3

10
0

29
3

1,
05
9

42
5

1,
48
4

尾
道
海
事
事
務
所

75
74

18
9

14
9,
64
7.
95

59
2

22
9

12
3

60
4

23
2

83
6

19
0

64
25
4

79
4

29
6

1,
09
0

因
島
海
事
事
務
所

13
12

27
20
,0
76
.8
1

63
39

2
1

65
40

10
5

40
18

58
10
5

58
16
3

呉
海
事
事
務
所

91
91

15
2

45
0,
80
4.
64

54
8

16
8

62
7

61
0

17
5

78
5

10
6

26
13
2

71
6

20
1

91
7

鳥
取
運
輸
支
局

51
51

91
9,
87
2.
50

25
3

36
4

4
1

25
7

36
5

62
2

0
0

0
25
7

36
5

62
2

島
根
運
輸
支
局

85
82

17
8

22
,4
44
.7
4

32
0

50
3

24
2

34
4

50
5

84
9

5
38

43
34
9

54
3

89
2

岡
山
運
輸
支
局

46
44

12
8

61
,0
23
.8
3

47
8

13
1

12
1

49
0

13
2

62
2

11
9

58
17
7

60
9

19
0

79
9

水
島
海
事
事
務
所

58
53

14
3

21
,0
04
.1
0

32
4

67
37

2
36
1

69
43
0

45
16

61
40
6

85
49
1

山
口
運
輸
支
局

11
5

11
5

22
8

12
4,
66
7.
19

63
9

25
9

37
5

67
6

26
4

94
0

16
8

45
21
3

84
4

30
9

1,
15
3

計
61
1

59
4

1,
39
6

96
8,
97
4.
20

4,
06
9

2,
08
3

20
4

24
4,
27
3

2,
10
7

6,
38
0

86
6

36
5

1,
23
1

5,
13
9

2,
47
2

7,
61
1

�����������
�

海上安全

環境部編

１
.
船
舶
所
有
者
数
､
船
舶
数
､
船
員
数
の
現
況

令
和
３
年
10
月
１
日
現
在

２
.
船
舶
所
有
者
数
､
船
舶
数
､
船
員
数
の
推
移

－ 172 －



種
別

区
分

船
員
手
帳
交
付

訂 正

写 真 貼 換

雇
入
契
約
の
成
立
等
の
届
出

法
19
条
関
係

記 載 事 項 証 明
新
規
再
交
付
書
換

計
雇
入
雇
止
更
新
変

更
就
退

計
受
理

証
明

件
数
通
数

本
局

96
9

46
15
1

8
0

53
6

51
9

0
21
3

0
1,
26
8

49
49

50
3

運 輸 支 局 ( 海 事 事 務 所 )

尾
道

32
2

35
69

4
0

49
1

54
3

0
14
3

0
1,
17
7

15
7

15
7

16
3

1

因
島

7
0

6
13

2
0

49
8

38
5

0
85

0
96
8

53
53

63
0

呉
32

2
18

52
5

0
50
5

51
7

1
18
9

0
1,
21
2

71
71

72
0

鳥
取

46
5

57
10
8

13
0

98
9
1,
00
9

4
29
8

0
2,
30
0

15
15

23
0

島
根

5
0

10
15

0
0

8
9

0
9

0
26

4
4

4
0

岡
山

9
0

16
25

4
0

24
7

25
5

0
63

1
56
6

19
19

19
0

水
島

17
1

33
51

1
0
1,
99
3
1,
99
3

0
54
9

3
4,
53
8

48
47

51
0

山
口

34
0

41
75

4
0
2,
90
4
2,
89
2

0
89
0

2
6,
68
8

36
36

36
1

小
計

18
2

10
21
6

40
8

33
0
7,
63
5
7,
60
3

5
2,
22
6

6
17
,4
75

40
3

40
2

43
1

2

指
定
市
町
村

(2
5)

計
23
5

14
17
3

42
2

23
0
4,
75
2
4,
71
3

24
1,
16
2

0
10
,6
51

33
1

33
0

35
1

－

合
計

51
3

33
43
5

98
1

64
0
12
,9
23
12
,8
35

29
3,
60
1

6
29
,3
94

78
3

78
1

83
2

5
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４. 労務監査の状況

５. 災害疾病発生の現状と推移� 災害疾病発生状況
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各年度別現在

年
度
別

監 査

延日数

船 舶 監 査 事 業 場 監 査 合 計

監 査

隻 数

違 反

隻 数

違 反

件 数

監査事

業場数

違反事

業場数

違 反

件 数

監査数

Ａ

違反数

Ｂ

違 反

件 数

違反率
Ｂ－ ％Ａ

令和
元年 832 592 23 25 1 0 0 593 23 25 3.9

令和
２年 520 380 14 17 2 1 1 382 15 18 3.9

令和
３年 513 368 16 17 0 0 0 368 16 17 4.3

区 分

船 種

災 害 疾 病

発 生 件 数 千 人 率 発 生 件 数 千 人 率

一 般 船 舶 31 6.9 34 7.6

漁 船 33 21.0 7 4.5

そ の 他 9 5.4 12 7.2

計 73 9.5 53 6.9

令和２年度

海上安全

環境部編
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�年度別災害発生状況 (災
害
)

(全
体
)

(千
人
率
)

(千
人
率
)

(千
人
率
)

(千
人
率
)

(一
般
船
舶
)

(漁
船
)

(そ
の
他
の
船
舶
)

年
度

区
分

4
9

14
17

18
19

20
21

22
23

24
25

26
27

28
29

30
１

２

中
国

17
.7

12
.0

9.
2
10
.9

7.
1

7.
5

7.
1

6.
7

6.
1

6.
4

7.
8

4.
7

7.
3

5.
7

6.
7

5.
7

5.
5

5.
8

6.
9

全
国

17
.4

11
.7

10
.8

10
.9

9.
3

9.
5

9.
0

8.
5

8.
3

9.
6

8.
8

7.
9

7.
7

7.
8

7.
4

7.
0

5.
7

6.
1

6.
9

年
度

区
分

4
9

14
17

18
19

20
21

22
23

24
25

26
27

28
29

30
１

２

中
国

25
.8

20
.3

16
.8

15
.5

13
.6

12
.2

11
.8

12
.4

12
.7

9.
6
12
.1

10
.4

10
.4

10
.7

11
.4

6.
5

9.
4

8.
8

9.
5

全
国

23
.0

17
.6

13
.2

11
.3

11
.8

11
.3

11
.5

11
.1

10
.9

10
.5

11
.0

10
.3

10
.2

9.
3

9.
3

8.
6

8.
8

8.
3

8.
3

年
度

区
分

4
9

14
17

18
19

20
21

22
23

24
25

26
27

28
29

30
１

２

中
国

43
.5

44
.6

38
.5

27
.2

32
.1

28
.7

25
.9

29
.0

29
.3

22
.9

26
.8

28
.5

21
.8

21
.1

28
.4

11
.8

23
.9

20
.3

21
.0

全
国

30
.2

25
.8

17
.4

14
.6

16
.2

14
.8

15
.5

15
.2

15
.3

13
.6

15
.3

14
.3

14
.2

12
.4

13
.5

12
.3

13
.4

12
.3

12
.1

年
度

区
分

4
9

14
17

18
19

20
21

22
23

24
25

26
27

28
29

30
１

２

中
国

19
.1

13
.1

10
.7

14
.7

10
.5

6.
8

9.
8

8.
9

11
.5

2.
4

6.
8

5.
6

6.
3

13
.3

5.
9

3.
2

5.
1

5.
4

5.
4

全
国

15
.3

10
.9

8.
5

5.
6

6.
8

6.
5

7.
4

7.
4

6.
7

6.
4

6.
9

7.
2

7.
7

6.
7

5.
6

5.
2

7.
5

6.
5

5.
2
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(千
人
率
)

�年度別疾病発生状況 (疾
病
)

(全
体
)

(千
人
率
)

(千
人
率
)

(千
人
率
)

(一
般
船
舶
)

(漁
船
)

(そ
の
他
の
船
舶
)
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年
度

区
分

4
9

14
17

18
19

20
21

22
23

24
25

26
27

28
29

30
１

２

中
国

33
.4

27
.4

17
.1

14
.3

12
.5

14
.2

11
.8

11
.7

7.
9

8.
1

10
.1

6.
7

5.
9

7.
4

6.
0

5.
9

6.
2

7.
2

6.
9

全
国

28
.1

22
.0

11
.6

10
.7

11
.4

11
.4

10
.9

11
.6

9.
9

9.
1

10
.0

9.
2

8.
8

8.
9

8.
7

8.
1

8.
3

8.
3

7.
4

年
度

区
分

4
9

14
17

18
19

20
21

22
23

24
25

26
27

28
29

30
１

２

中
国

29
.5

22
.7

14
.1

9.
3
10
.8

11
.6

8.
1

8.
5

5.
3

7.
1

8.
7

5.
2

3.
9

6.
6

5.
2

6.
1

6.
6

4.
5

7.
6

全
国

29
.4

22
.7

13
.7

12
.6

14
.8

13
.2

11
.9

15
.4

12
.1

11
.0

11
.5

10
.2

8.
9

9.
3

9.
2

7.
9

8.
8

8.
7

8.
7

年
度

区
分

4
9

14
17

18
19

20
21

22
23

24
25

26
27

28
29

30
１

２

中
国

45
.9

48
.5

31
.3

29
.6

17
.5

24
.7

23
.3

21
.0

16
.6

14
.3

19
.9

9.
5

10
.6

8.
0

9.
3

5.
9

3.
6

8.
4

4.
5

全
国

28
.8

23
.7

12
.4

10
.9

10
.1

12
.0

11
.4

9.
8

8.
9

8.
7

9.
7

9.
3

8.
9

8.
0

8.
9

8.
3

8.
2

7.
8

7.
4

年
度

区
分

4
9

14
17

18
19

20
21

22
23

24
25

26
27

28
29

30
１

２

中
国

22
.4

14
.7

7.
9

9.
8

11
.7

9.
9

9.
8

9.
5

4.
8

3.
6

2.
5

7.
6

6.
3

9.
3

4.
6

5.
2

7.
7

14
.2

7.
2

全
国

23
.1

16
.8

6.
9

7.
2

8.
4

6.
6

7.
7

8.
4

8.
0

6.
2

7.
5

7.
4

8.
5

9.
9

7.
4

8.
3

7.
4

8.
2

4.
9



６. 船員労働安全衛生月間運動実施状況

７. 船員安全衛生推進会設立状況
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令和３年度

船 員 災 害

防 止 大 会

広 報

サ バ イ バ ル

ト レ ー ニ ン グ
講 習 会 等

ポ ス タ ー

し お り

配 布 数

横 断 幕 等

掲 示 数

0会場

0人

618枚

791部
13ヶ所

0回

0人

0回

0人

訪 船
巡回健康診断 健康相談所併設 船舶飲用水検査

安 全 指 導 衛 生 指 導

14回

69隻

14回

69隻

萩地区

83人

3施設

0人 0隻

名 称 代表者 所 在 地 設立年月日

広島船員安全衛生推進会 (旅客船・カーフェリー) 内堀 達也 広島市南区宇品海岸2丁目15－17 Ｈ10.７.８

広島船員安全衛生推進会 (内航貨物船等) 垰野 治次 広島市南区宇品海岸2丁目15－17 Ｈ10.７.８

鳥取網代港船員安全衛生推進会 (沖合底曳網漁業) 板倉 高司 鳥取県岩美郡岩美町大字大谷2182－470 Ｈ11.２.26

呉船員安全衛生推進会 (内航貨物船等 ) 河菜 春文 呉市広大新開1－12－20 Ｈ11.12.７

海上安全

環境部編
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１. 海技士国家試験実施状況 (中国・大型)
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(単位：人)

年 度 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３

受験者数 1,300 1,389 1,313 1,523 1,739 2,077 2,165 2,069 2,088 1,929 2,098

合格者数 758 1,000 892 1,080 1,186 1,005 1,180 1,311 1,181 794 906

海上安全

環境部編



２. 海技士及び小型船舶操縦士免許関係事務取扱状況

３. 境水先区水先実績

－ 179 －
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種別

年度

免許登録

海技免状引換

海技免状

操縦免許証

訂正・再交付

海技免状

操縦免許証

失効・再交付

海技免状・操縦免許証更新
海技免状

限定解除

乗組基準

特例許可
大 型 小 型 計 大 型 小 型 通 信 計

Ｈ23 367 3,978 4,345 0 337 1,863 1,086 24,921 10 26,017 98 173

Ｈ24 574 4,622 5,196 0 462 1,761 1,089 26,119 13 27,221 92 155

Ｈ25 440 4,768 5,208 0 523 2,052 1,418 26,554 11 27,983 119 116

Ｈ26 537 4,244 4,781 2 250 2,040 1,232 25,492 11 26,735 220 155

Ｈ27 615 4,383 4,998 0 185 2,237 1,375 23,440 51 24,866 462 135

Ｈ28 513 4,168 4,681 11 205 1,937 976 23,015 7 23,998 351 125

Ｈ29 603 4,121 4,724 8 533 1,524 1,284 24,265 26 25,575 232 95

Ｈ30 623 3,739 4,362 0 465 1,517 1,184 23,010 3 24,197 179 127

Ｒ１ 592 3,736 4,328 7 587 1,442 1,196 21,776 10 22,982 174 138

Ｒ２ 594 4,323 4,917 0 483 1,491 1,137 18,738 23 19,898 147 157

Ｒ３ 626 4,626 5,252 0 524 1,432 1,013 19,367 13 20,393 167 79

(注) 海技免状引換欄は, 海技免状の様式変更に伴う引換件数をいう｡

区

分
年
度
別

隻 数 総 ト ン 数

日本船 外国船 計 日 本 船 外 国 船 計

Ｈ23 1 246 247 745 5,854,846 5,855,591

Ｈ24 4 222 226 115,464 6,352,025 6,467,489

Ｈ25 4 211 215 200,568 7,606,250 7,806,818

Ｈ26 4 222 226 200,568 7,736,119 7,936,687

Ｈ27 4 224 228 145,228 8,762,699 8,907,927

Ｈ28 14 229 243 535,716 10,436,614 10,972,330

Ｈ29 21 283 304 814,440 14,861,973 15,676,413

Ｈ30 30 244 274 1,024,489 13,218,113 14,242,602

Ｒ１ 22 220 242 866,530 11,549,546 12,416,076

Ｒ２ 16 121 137 590,173 4,164,242 4,754,415

Ｒ３ 21 165 186 636,456 5,374,227 6,010,683
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衝突・接触 乗

揚

げ

機

関

故

障

火

災

浸

水

推

進

器

障

害

舵

故

障

車

両

事

故

そ

の

他

計
船

舶

そ

の

他

船

種

別

在 来 船 1 2 1 4

カーフェリー 1 1

高 速 船

計 2 2 1 5

月

別

４ 1 1

５ 1 1

６

７

８ 1 1

９

10 1 1

11

12

１

２

３ 1 1

令和３年度



� ���������
１. PSCのはじまりと現状����年代に多発した大型船の海難事故を背景に､ 海上における人命の安全確保及び海洋環境の保
全を図るため､ 旗国による監督が不十分で国際条約の基準に適合していない船舶 (＝サブスタンダー

ド船) を排除する機運が高まりました｡

船舶の条約遵守に関する監督は､ その船舶が登録されている旗国が行っていますが､ サブスタン

ダード船による海難事故や海洋汚染が跡を絶たないため､ ����年欧州でパリ��� (������������������������������ (���に関する覚書)) が採択され､ 旗国の監督を補完するものとして
寄港国による外国船舶の監督 (ポートステートコントロール：����������������) を実施してい
く地域協力体制が初めて確立されました｡ アジア・太平洋地域では����年に東京���が採択され､
現在では���への地域的な取り組みは世界の９地域 (欧州､ アジア・太平洋､ 地中海､ 黒海､ 中東､

中西部アフリカ､ インド洋､ カリブ海､ 南米) に及んでいます｡

我が国では､ ����年から地方運輸局等により���が開始され､ ����年度には専従の外国船舶監督
官組織が創設されて全国の地方運輸局等に配置されました｡ また､ 東京���へも設立当初から主要
メンバー国として参加しています｡���の主な業務は､ 我が国の港に入港した外国船舶に立ち入り､ 条約が定める基準の適合性につ
いて検査することです｡ 検査の結果､ 基準に適合していない場合には是正を指導しますが､ 航海の

安全や海洋環境に対する切迫した脅威となる重大な基準不適合については､ 是正されるまで出港を

差し止める行政処分を行うこととなります｡

適用される国際条約は海上人命安全条約 (�����)､ 海洋汚染防止条約 (������)､ 船員の訓
練及び資格証明並びに当直基準に関する条約 (����)､ 海上労働条約 (���)､ バラスト水管理条
約 (���) 等があり､ 近年の新たな条約の発効や度重なる条約改正により検査対象範囲の拡大や
内容の複雑化が進み一層多様化しているため､ 外国船舶監督官にはより高度な専門知識と能力が求

められています｡

２. 中国運輸局におけるPSCの現状
中国運輸局は中国５県 (山口県の一部を除く) を管轄しており､ 令和３年における管内主要港へ

の外国船舶入港隻数は�����隻で､ 瀬戸内海側では鉄鋼関連､ 輸送機械関連､ 石油・石油化学コンビ
ナート等の基幹産業が多いため様々な船種の外国船舶が入港し､ 日本海側では中国・韓国間のコン

テナ船､ 製紙工場向け木材チップ船や火力発電所向けばら積み貨物船等の入港が目立っています｡

このような状況の下､ 中国運輸局では����年から船舶検査官､ 船員労務官が合同で���を実施し
ていましたが､ ����年４月から専従の外国船舶監督官を本局及び山口運輸支局 (徳山庁舎) に配置

した後､ 現在は岡山運輸支局水島海事事務所､ 尾道海事事務所､ 鳥取運輸支局 (境庁舎) にも配置

して､ 外国船舶監督業務の更なる充実強化を図っています｡

３. PSCに関する国際的な技術協力���は国際的な協調も必要であることから､ 東京���において加盟各国の���検査官に対する研
修や技術交流が行われています｡ 中国運輸局では､ 東京���主催の研修や技術交流への講師派遣､
外国人研修生の受け入れなど積極的に協力しています｡
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